令和●年（●）第●●号　●●請求事件
原　　告　　●　●　●　●　
被　　告　　●　●　●　●
答　弁　書
令和●年●月●日
●●地方裁判所第●民事部　御中

被　　　　　告　　　●　　●　　●　　●
〒●●●－●●●●　●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●（送達場所）
ＴＥＬ　●●（●●●）●●●●
ＦＡＸ　●●（●●●）●●●●
被　　　　　告　　　●　　●　　●　　●

請求の趣旨に対する答弁
１　原告の請求を棄却する
２　訴訟費用は原告の負担とする
との判決を求める。
請求の原因に対する認否
第１　「当事者について」との主張（訴状２頁、第１）
　第１段落目について、不知。
　第２段落目について、認める。
第２　「返還の合意」との主張（訴状３頁、第２）
　第１段落目について、令和７年８月５日に原告と会ったことは認め、その余は否認する。被告は、同日、原告に対し、金欠で困っていることは伝えたが、３００万円を貸してほしいと言ったことはない。
　第２段落目について、原告が、令和７年８月５日、被告に対し、１００万円であれば貸すことができると言ったことは認め、その余は否認する。
　第３段落目について、否認する。原告が、令和７年１２月１日、被告に対し、残２００万円についても用意ができたと述べた事実はない。
第３　「金銭の交付」との主張（訴状４頁、第３）
第１段落目について、原告から令和７年８月２９日に１００万円の振り込みがあったことは認め、原告が貯金を崩したことは不知であり、その余は否認する。
第２段落目について、否認する。被告が、令和７年１２月２０日、原告から、２００万円を手渡された事実はない。
第４　「催告をしたが振り込みがない」との主張（訴状５頁、第４）
　原告から催告されたことは認め、その余は否認する。被告は、令和８年３月１４日、原告に対し、１００万円を振り込んだ。
第５　結語（訴状６頁、第５）
　争う。
被告の主張
第１　借りたのは１００万円であること
　被告が原告から借り入れた金額は、１００万円である。
　これに対して、原告は、令和７年１２月１０日、被告に対し、２００万円についても用意ができたと述べたと主張する（訴状３頁）。しかし、原告が同日そのような発言をした事実はなく、同日、原告と会った際には金銭に関する話はしていない。
　また、原告は、令和７年１２月２０日、被告に対し、２００万円を手渡したと主張する（訴状４頁）。しかし、同日は、他の友人に会っていたため（乙１）、原告には会っておらず、２００万円を手渡されたとの事実はない。
第２　１００万円は弁済済みであること
　被告は、令和８年３月１４日、原告に対し、上記借り入れの返済として、原告の銀行口座に振り込み送金する方法により１００万円を支払った。　　　　　以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

